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第１章 計画策定      

1-1.計画 趣旨 

 本市   少子化 核家族化 進行 伴 子育 環境 変化 待機児童解消  対応     質 高 

教育 保育 提供    課題 対応     市立幼稚園 保育所 再編 計画的 進        

 再編       公共施設 再編 計画的 進       目的   策定  藤井寺市公共施設再編

基本計画（以下  再編基本計画     ） 沿     令和７年３月 藤井寺市立幼稚園 保育所再

編実行計画（後期計画）（以下、「後期計画」という。） 策定  地域性 施設 老朽化状況 踏   

     取    段階的 市立幼稚園 保育所 再編  幼保連携型認定   園 移行  方針 決定

             施設 老朽化 学級人数 減少   集団教育  影響 顕在化    施設  

    早 段階 具体的 再編内容 検討  必要       

      状況 中 令和６年度  進    市立藤井寺市民病院跡地（以下  病院跡地     ） 

活用 関  検討     後期計画 内容 踏   複合施設 中心   機能 一    保育機能 候

補        

      経過 基   本計画  病院跡地活用検討 踏   近隣 保育所 幼稚園 移転 可能性及

 認定   園 運営形態等    取     後期計画 基  第一次実施計画   策定        

 
1-2.計画 位置付  

 本計画  市 最上位計画   第六次藤井寺市総合計画 基   重点施策   掲       待機

児童 解消 質 高 教育 保育環境 実現  具体化  取組  一環    第三期藤井寺市子   子

育 支援事業計画 整合 図    策定   後期計画 具現化        

    再編基本計画 示   公共施設 集約化 複合化 用途転換 方針 基   病院跡地   公共

用地 有効活用 進  公共施設 老朽化対策 効率的 施設配置 持続可能 行財政運営 観点  

 整合性 持       

 加   本計画 定  認定   園      病院跡地 整備  複合施設 機能       検討 

 関係   病院跡地活用検討 踏   計画        本計画内容 病院跡地活用 基本的 方向

性 定  基本構想（以下  基本構想     ） 反映      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院跡地活用検討 病院跡地活用基本構想 
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1-3.計画の対象範囲 

本計画では以下の事項を対象とします。 

・病院跡地を活用した認定こども園の整備 

・再編対象とする公立幼稚園 保育所の整理 

・再編後の認定こども園の運営形態の検討 

・再編対象となった施設の跡地の取扱い 

 
1-4.計画期間 

 本計画における認定こども園は、病院跡地に整備する複合施設内の機能のひとつとして導入する想定としてい

るため、病院跡地の複合施設の整備完了までが計画期間となります。 

 なお、病院跡地活用整備にかかる大まかなスケジュールについては、現在策定中の基本構想で示す予定です

が、一般的な施設整備には、各種調査や既存施設の解体、新たな施設の設計及び工事などの工程を経る必

要があり、施設の供用開始まで相当程度の年数を要する見込みです。 

 今後の病院跡地活用の検討状況に応じて具体的なスケジュールを明らかにする予定ですが、再編の対象とな

る施設の維持管理運営の状況、財政状況等を含めた社会状況の変化に応じて適宜見直しを行う可能性があ

ります。 
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第２章 病院跡地活用における認定こども園の基本的な考え方 

2-1.病院跡地活用検討の状況について 
令和６年３月 31 日をもって廃院となった市立藤井寺市民病院の跡地について、本市が保有する数少ない大

規模な市有地であり、立地条件や敷地規模の面からも、公共的な活用を図る上で極めて重要な資源であり、

今後の公共施設の更新や再配置を考える上で、市全体の施策と整合を図った計画的な活用が求められていま

す。 

病院跡地活用の検討にあたって、本市が抱える課題や跡地の立地環境の整理 市民 団体の意見の把握等

が実施されました。また、外部委員会である藤井寺市病院跡地活用検討委員会（以下、「外部委員会」とい

う。）における議論を踏まえ、検討にあたっての基本方針と暫定的な機能候補として集約されました。 

 

◆本市が抱える課題と今後のあり方 

課題 あり方 

人口減少、少子化・高齢化 子育て支援 若年層の定住促進、高齢者支援など 

公共施設の老朽化 計画的な再整備、施設の集約化・複合化など 

厳しい財政状況 
国の施策（補助金や地方債）の活用 民間ノウハウを活用した

サービスの提供・充実など 

 

 ◆市民 団体ニーズ調査結果 

調査内容 主な意見 

第 1 回市民アンケート 

＜跡地活用の留意点＞ 

民間活力の利用 市民や団体意見の反映 

＜跡地の方向性について＞ 

利便性向上 子育て支援、健康増進 など 

道明寺駅周辺まち整備

協議会との懇談会 

＜求める施設機能＞ 

①クリニックモール   ②災害対策機能 ③地域に人を呼び込む機能 

第 2 回市民アンケート 

・公共施設の集約化・複合化 

・積極的な民間活力の利用 

＜求める施設機能＞ 

子育て支援機能 防災 減災機能 医療機能 高齢者福祉機能など 

市民ワークショップ 

・市内の子どもから高齢者までを対象とする 

・公共施設と民間施設の複合化を想定 

＜求める施設機能＞ 

保育機能 多世代交流機能 防災機能 医療機能 高齢者福祉機能など 
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＜市民病院跡地活用基本方針＞ 

 
 

 

上記を踏まえ、公共施設の導入可能性検証および民間活力導入可能性検証（民間事業者へのサウンディング

調査）を実施し、導入を予定している機能として、「保育機能」、「子ども・子育て支援機能   多世代交流機能  

「健康保健・健康増進機能」、「防災拠点機能」を、民間から提案を求めて検討する機能として、「子育て支援機

能   飲食提供機能   医療機能（小児科）   福祉機能 をとりまとめられました。 

また、外部委員会からはこれまでの検討経過を踏まえて、機能やサービスの充実のため民間活力を積極的に導入

することが望ましいものの全ての施設を公営か民営のどちらにするかではなく、各施設の機能に応じて個別の議論が

必要となるため、検討の際は、外部委員会の意見を踏まえた議論とするよう意見がありました。 

 

 参考 民間事業者へのサウンディング調査結果概要 

候補機能 民間事業者による参入の見込みがある機能 

保育機能 保育所、認定こども園（併設で各種子育て支援機能の導入も可） 

高齢者福祉機能 介護サービス（小規模）（ただし、藤井寺市における需要は少ない） 

健康増進機能 市が設けた施設の指定管理者として 

防災拠点機能 民間施設の活用の可能性あり 

コミュニティ機能 市が設けた施設の指定管理者として 

医療機能 小児科（診療所）※ 

収益機能 飲食・生活サービス関連※（障害者の就労支援としての活用を想定） 

公園機能 不可 

  ※当該機能単独での参入は不可 保育施設との併設であれば参入の可能性あり 

（c.f. 藤井寺市病院跡地活用に係るヒアリング調査【実施結果報告】） 

 

 

公共施設の再編や財政状況を踏まえな   市民 安心・安全を確保し、市内の幅広い

世代の方々の生活の質が向上し、コミュニティが生まれる機能を集約する。 

 

●導入機能の方向性（暫定的な機能候補） 

保育機能、高齢者福祉機能、健康増進機能、防災拠点機能、コミュニティ機能、 

医療機能 収益機能 公園機能 など 

 

●財政負担軽減の方向性 

・PFI 民間委託 売却 定借      民間     積極活用 市 財政負担軽減

を図る 

・起債 補助金 積極的 活用   市負担 支出 可能 限 抑   
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2-2.後期計画の考え方 

 後期計画において、市立幼稚園及び市立保育所 市立幼保連携型認定こども園の再編の方向性を次の通

りとしました。 

 

＜基本的な方向性＞ 

 市立幼稚園 保育所は幼保連携型認定こども園への移行を進めます。 

・地域性や施設の老朽化状況を考慮に入れた再編を進めます。 

・再編後の認定こども園は、概ね道明寺こども園の定員を超えないような定員設定を検討します。 

・幼保連携型認定こども園移行時には、１号認定こどもに対する３歳児の定員確保及び給食実施を進めます。 

・保育者の人材確保方策、職員のやりがい向上、保護者や職員の意見を汲み取る場の設置等を施設整備と

併せて進めていきます。 

・保育の量の確保は、民間保育施設の公募・誘致等を基本に行い、公立保育施設はセーフティネットの確保、

入所調整機能、教育・保育水準の確保・向上の役割を果たします。 

・後期計画期間中に市立幼稚園の就園児がさらに減少し、集団教育の維持が困難な状況となった際には、後

期計画によらず市立幼稚園の統廃合を行う場合があります。 

 

＜再編計画の方針＞ 

 市立幼稚園３園 市立保育所５園 市立幼保連携型認定こども園１園を市立幼保連携型認定こども園

３園以内の再編を目指します。 

 

基本的な方向性及び再編計画の方針に基づき、病院跡地における再編対象とする市立幼稚園 保育所と再

編後の運営形態の妥当性を検討し、後期計画の推進を図っていくものです。 

 
2-3.病院跡地活用における認定こども園の設置検討にあたっての基本的な視点 

 病院跡地へ導入する保育機能の検討にあたっては、病院跡地活用のこれまでの検討経過と後期計画の今後

の基本的な方向性に基づいた視点による検討を進めます。 

 

＜病院跡地活用検討にかかる視点＞  ＜後期計画による再編の視点＞ 

・積極的な民間活力の導入 
・人を呼び込む 
・市内の子どもから高齢者までを対象 
 多世代交流 
・災害対策 
・公共施設の再編 
・機能の集約化・複合化 
・市の財政負担軽減           など 

  市立幼稚園 保育所は幼保連携型認定こども園 
 へ移行 
・地域性や施設の老朽化状況を考慮した再編 
・概ね道明寺こども園の定員を超えないような定員
設定の検討 

                       など 

 

これらの視点を踏まえ、病院跡地に適した認定こども園のあり方を検討します。 
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第 3 章 再編対象施設 検討 

3-1.市内施設一覧（幼稚園 保育所等）及 病院跡地 位置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市立幼稚園●  市立保育所  市立認定   園(幼保連携型)□ 
藤井寺幼稚園  第１保育所  道明寺   園 
藤井寺南幼稚園  第３保育所   
道明寺南幼稚園  第４保育所   

  第５保育所   
  第６保育所   
     
民間保育所□  民間認定   園(幼保連携型)□  民間小規模保育事業所□ 
   保育園        園           藤井寺 
   子保育園  惣社   園   
   子第二保育園       園   
   保育園     
道明寺    保育園  民間認定   園(幼稚園型)〇  ※ 病院跡地★ 

  藤井寺     幼稚園   
     

N 

藤井寺幼稚園 

藤井寺南幼稚園 

道明寺こども園 
（幼保連携型認定こども園） 

道明寺南幼稚園 

第 6 保育所 

第 1 保育所 

第 3 保育所 

第 5 保育所 

第 4 保育所 

カトリック幼稚園 
(幼稚園型認定こども

ひかりこども園 
(幼保連携型認定こども園) 

惣社こども園 
(幼保連携型認定こども園) 

ラミー保育園 

ふじの子保育園 

ふじの子第二保育園 

ななこども園 
(幼保連携型認定こども園) 

キングダム・キッズ藤井

市内施設マップ（令和 8 年 4 月 1 日現在） 

藤井寺駅 

ふじみ保育園 

道明寺どろんこ保育園 

病院跡地 
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3-2.再編対象施設検討の基本的な考え方 

病院跡地の周辺施設として第 4 保育所、道明寺南幼稚園を再編のベースとしつつ、第 5 保育所も含めて、各

施設の老朽化状況や、公立施設の集約による運営の持続可能性の確保と、未就学人口の中⾧期的な減少を

見据えた施設規模の適正化といった観点を踏まえて、再編の実現可能性を検討します。 

また、検討にあたっては、公共施設等総合管理計画において、施設保有量（延床面積）を 30 年間で 15%

削減するという目標を掲げていることから、必要な規模について精査していくものとします。 

 
3-3.第 5 保育所のこれまでの経緯 

 第 5 保育所については、耐震化への早急な対応が必要であることから、公立幼稚園 保育所全園で進めてい

た「幼稚園・保育所のあり方検討」から切り離し、耐震補強・他所への機能移転・現地建替などの方法を検討し

ましたが、いずれの方法も効果的な課題解決にはつながらず、当面の課題への対応として耐震シェルターを設置

しました。 

 その後、策定した後期計画では、今後、第５保育所のみを切り離して検討するのではなく、他の施設とあわせ

て検討することが早期の再編実施に繋がるものと考え、後期計画の対象施設に含めるものとしました。 

  
3-4.各施設の状況 

・いずれの施設も概ね築 50 年を経過しており、今後、大規模改修を検討する必要があります。 

・第５保育所においては、耐震化はシェルターによる代替措置としています。 

・道明寺こども園と比較すると、いずれの施設も児童数が少ないため、児童一人当たりの運営コストは高くなる傾

向にあります。 

 

施設名称 敷地面積 延床面積 主体構造 建築年月 築年数 耐震化 

道明寺南幼稚園 1,774.00 ㎡ 661.00 ㎡ 鉄筋コンクリート造 S48 51 年 ○ 

第 4 保育所 1,079.10 ㎡ 420.80 ㎡ 鉄骨造 
S46 

S52 

53 年 

47 年 

○ 

○ 

第 5 保育所 1,179.40 ㎡ 510.64 ㎡ 鉄骨造 S49 50 年 △ ※代替措置済み 

合計 4,032.50 ㎡ 1,592.44 ㎡ － － － － 
 

施設名称 定員数 児童数 職員数※1 運営経費※2 児童一人当たり 

道明寺南幼稚園 70 人 22 人 05 人 43,930,429 円 1,996,837 円 

第 4 保育所 70 人 68 人 17 人 145,505,815 円 2,139,791 円 

第 5 保育所 68 人 61 人 15 人 131,148,444 円 2,149,974 円 

合計 208 人 151 人 37 人 320,584,688 円 2,123,077 円 

※1 保育士等の正職の人数 

※2 令和 6 年度決算より 
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【参考】 

施設名称 敷地面積 延床面積 主体構造 建築年月 築年数 耐震化 

道明寺こども園 2,988.40 ㎡ 2,689.40 ㎡ 鉄骨造 H28 8 年 ○ 
 

施設名称 定員数 児童数 職員数※1 運営経費※2 児童一人当たり 

道明寺こども園 
(1 号) 063 人 041 人 

28 人 281,364,276 円 1,705,238 円 
(2・3 号) 127 人 124 人 

※1 保育士等の正職の人数 

※2 令和 6 年度決算より 

 
3-5.園児数の推移 

・道明寺南幼稚園の園児数の減少が著しく、定員を大きく下回っています。 

・第４保育所及び第５保育所の園児数は増減を繰り返しているものの 10 年間の推移をみると全体としては減

少傾向にあります。 

（人／％） 

施設名称 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

道明寺南幼稚園 48 41 39 38 37 38 33 27 24 22 17 

（定員充足率） 68.6 58.6 55.7 54.3 52.9 54.3 47.1 38.6 34.3 31.4 24.3 

第 4 保育所 73 80 78 74 73 68 63 68 66 68 64 

（定員充足率） 104.3 114.3 111.4 105.7 104.3 97.1 90.0 97.1 94.3 97.1 91.4 

第 5 保育所 75 73 74 78 75 61 64 63 59 61 64 

（定員充足率） 93.7 91.2 92.5 97.5 93.5 89.7 94.1 92.7 86.8 89.7 94.1 

※1 道明寺南幼稚園は各年５月１日現在 

※2 第 4 保育所と第 5 保育所は各年 4 月 1 日現在 

 
3-6.維持保全（修繕）の状況 

 ・いずれの施設も老朽化が進んでおり、部分的な修繕を行いながら維持管理をしています。 

◆修繕等費用 

施設名称 R2 R3 R4 R5 R6 

道明寺南幼稚園 28,368,680 円 846,000 円 1,411,200 円 629,110 円 138,325 円 

第 4 保育所 1,898,955 円 1,555,748 円 2,211,973 円 2,724,470 円 732,952 円 

第 5 保育所 44,027,635 円 595,639 円 2,739,418 円 1,124,174 円 464,861 円 
 
◆主な修繕実績 

施設名称 主な修繕 

道明寺南幼稚園 Ｒ2 耐震補強（26,570,500 円）、Ｒ4 トイレブース改修（1,300,000 円） 他 

第 4 保育所 Ｒ4 遊具改修（792,000 円）、Ｒ5 屋根雨漏り修繕（950,000 円） 他 

第 5 保育所 Ｒ2 耐震シェルター設置工事（43,308,800 円）、Ｒ4 厨房換気扇改修（957,000 円） 他 
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3-7.まとめ（方向性） 

・いずれの施設も築年数が 50 年前後であり、屋根・外壁の部分的な改修を繰り返し実施するなど、修繕経費

が毎年発生しており、抜本的な対策が必要です。 

・第 5 保育所においては、耐震化の代替措置として耐震シェルターを設置し対応しています。 

・道明寺南幼稚園においては、園児数の減少が著しく、集団教育へ支障が出る前に対応が必要です。 

・再編により 3 施設を 1 施設とする場合、運営経費の縮減を見込むことができます。 

・新たな認定こども園の定員数について、道明寺南幼稚園、第４保育所、第 5 保育所の 3 施設を再編する場

合でも、道明寺こども園以下の規模となるため運営は可能と考えられます。 

・公共施設等総合管理計画では、「施設の更新は複合施設とする」とされています。 

・公共施設等総合管理計画は、「施設の保有量（床面積）を 15％削減することを目標とする」とされています。 

 

 

施設の老朽状況や園児数の減少等 効率的かつ持続可能な運営といった観点から、第 4 保育所、道明寺

南幼稚園に加えて、第 5 保育所を再編対象とします。 
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第 4 章 再編後の認定こども園の運営形態の検討 

4-1.運営形態の選択肢の想定 

病院跡地活用の検討を進めるにあたり、2-1.病院跡地活用検討の状況についてで示したとおり、2 回の市民ア

ンケート調査や市民ワークショップなどの基礎調査を実施した結果、いずれにおいても民間活力の導入が上位にあが

る結果となりました。また、民間事業者へのサウンディング調査においても保育施設への参入意向があることがわかり

ました。これを受け、再編後の認定こども園の運営形態について、変化する社会情勢や多様化する保育ニーズに最

適に対応するために、どのような運営形態の下で整備を進めるのが良いか、あらゆる可能性を排除せず、それぞれの

メリット・デメリットを比較・検討します。 

なお、病院跡地検討にかかる外部委員会からの意見やサウンディング調査等の各種検証結果、敷地条件などか

ら、「保育機能」、「子ども・子育て支援機能   多世代交流機能   健康保健 健康増進機能   防災拠点機

能」などの要素を踏まえた複合施設として建築し、機能間連携を図っていくことを想定しているため、民間活力の導

入を検討するものの建物の躯体は市で建築するものとします。 

 

◆想定する運営形態のパターン 

 躯体工事の実施者 内装工事の実施者 設置主体 備考 

パターン① 市 市 市 市立園として運営 

パターン② 市 市 市（指定管理） 市立園を指定管理者が運営 

パターン③ 市 市 民  

パターン④ 市 市 民（公私連携型）  

パターン⑤ 市 民 民  

パターン⑥ 市 民（公私連携型） 民（公私連携型）  

  ※指定管理 市が指定する法人が、「指定管理者 として当該公の施設を管理 運営 

  ※公私連携型 市が民間法人と協定を締結し、提供すべき教育・保育など運営に一定の担保を行うことが可能であり、協定に

則った教育・保育等を行っていないと認めるときは是正勧告・指定の取消など厳格な指導管理が可能 

 

 

あらゆる運営形態を想定した結果、上記の 6 パターンとなり、大きく、内装工事の実施者と設置主体が市か

民間法人かの別となります。 

以下の項目で、それらに着目し整備事業費・運営事業費を比較します。 
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4-2.認定こども園の定員・建物規模の想定 

 次項以降で費用の比較をするために、定員・建物規模を以下と想定します。 

◆定員 

  再編対象施設（道明寺南幼稚園・第 4 保育所・第 5 保育所）の在籍人数と同程度とし、150 人とします。 

◆建物規模 

  定員を 150 人とした場合に、面積基準等から必要となる床面積を積算し、1,500 ㎡とします。 

  ※実際に認定こども園として再編する際は、今後の動向を十分注視し検討する必要があります。 

 
4-3.整備事業費の比較 

 4-1.運営形態の選択肢の想定により、整備事業費として、躯体工事から内装工事まで市が一貫して実施した

場合と内装工事のみ民間法人が実施した場合の 2 パターンを想定する必要があります。 

また、市の財政負担を軽減するために特定財源を積極的に活用検討するものとします。 

 

◆認定こども園整備費算出に係る諸条件 

 

◆特定財源の想定 

 都市構造再編集中支援事業（以下、「都市構造」という） 

 立地適正化計画に基づき、地方公共団体や民間事業者等が行う都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘

導 整備 防災力強化 災害からの復興 居住の誘導の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な都

市構造へ再編を図ることを目的とする事業 （国費率 1/2） 

 公共施設等適正管理推進事業債（以下、「公適債」という） 

 過去に建設された公共施設等が今後 大量に更新時期を迎える一方、地方団体の財政は依然として厳しい状況にあるため、

地方団体において、⾧期的な視点をもって施設の更新 統廃合 ⾧寿命化などの取組を推進する事業 

（充当率 9/10 交付税措置率 1/2） 

 保育対策総合支援事業費補助金（以下、「保育対策」という） 

 賃貸物件により、保育所等の新設のための改修に伴い必要となる経費（改修費等 賃借料（礼金を含み、敷金を除く。））

の一部を補助する事業 

（負担率 国 1/2、市 1/4、設置主体 1/4 補助対象経費上限 67,981 千円）  

※ただし、現時点の特定財源の想定であり実際の建築時点では、特定財源の種類等が異なる可能性があります。 

 

 

 

 

○整備条件 定員１５０人 

〇整備費概算 9 億円（平米単価 600 千円／㎡で積算） 

※整備費概算は、近年開園した民間保育施設等の建築費単価により算出。ただし、建築時点の整備費の想定が困難である 

  こと、本資料の目的が運営形態による整備事業費の比較に重きを置いていることから物価スライドは実施していません。 
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◆躯体工事から内装工事まで市が一貫して実施した場合 

 概算金額 備考 

総事業費 900,000 千円  

①国庫補助金 450,000 千円 都市構造 

②交付税 202,500 千円 公適債の交付税措置 

③市負担（後年度） 202,500 千円 公適債の償還部分 

④市負担（単年度） 45,000 千円  

市負担合計(③＋④) 247,500 千円  

◆躯体工事は市が実施し、内装工事は民が実施した場合 

 概算金額 備考 

総事業費(a＋b) 900,000 千円  

a 躯体建築費 540,000 千円 総事業費の 60％と仮定（※） 

①国庫補助金 270,000 千円 都市構造 

②交付税 121,500 千円 公適債の交付税措置 

③市負担（後年度） 121,500 千円 公適債の償還部分 

④市負担（単年度） 27,000 千円  

市負担小計(③＋④) 148,500 千円  

b 内装工事費 360,000 千円 総事業費の 40％と仮定（※） 

 ⑤ｂに対する市補助金 16,995 千円 保育対策 

市負担額合計（③ ④+⑤） 165,495 千円  

   ※躯体工事は市で実施し、内装工事は市から施設の貸与を受けた民間法人にて実施を想定します。 

     ※内装工事は、内装仕上工事及び設備工事部分とし、民間法人の負担とします。 

 ※近年開設園の事例等から躯体建築費は総事業費の 60％、内装工事費は総事業費の 40％とします。 

 ※内装工事費にどの工事項目を含むのかで費用の内訳は変動します。 

 

 

整備事業費の観点からは、躯体工事から内装工事まで市が一貫して実施した場合よりも、躯体工事は市が 

実施し、内装工事は民間法人が実施する方法が、市負担額が少なく優位性があります。 
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4-4.運営事業費の比較 

 4-1.運営形態の選択肢の想定により、運営事業費として、市が直営する場合 指定管理者が公立園を運営す

る場合 民間園として運営する場合の 3 パターンを想定する必要があります。 

また、市の財政負担を軽減するために特定財源を積極的に活用検討するものとします。 

 

◆市が直営する場合の運営事業費（年額） 

 概算金額 備考 

①歳出（※） 277,417 千円 人件費 維持管理経費等 

②歳入（※） 23,831 千円 保育料 給食費 国交付金等 

③地方交付税 76,665 千円  

市負担額(①-②-③) 176,921 千円  

1 人当たり市負担額※ 1,180 千円  

  ※Ｒ6 の市立認定こども園の決算額から 1 人当たり経費を算出し、150 人を乗じて算出 

 

◆指定管理者が公立園を運営する場合の運営事業費（年額） 

 概算金額 備考 

①歳出（※） 201,593 千円 指定管理料 

②歳入（※） 23,146 千円 保育料 給食費 国交付金等 

③地方交付税 76,665 千円  

市負担額(①-②-③) 101,782 千円  

1 人当たり市負担額※ 679 千円  

  ※指定管理料は、教育・保育給付費及び運営費補助金を上限と想定するため、民間園として運営する場合の 

   運営事業費を使用。 

 

◆民間園（公私連携型含む）として運営する場合の運営事業費（年額） 

  概算金額 備考 

①歳出（※） 201,593 千円 教育保育給付費 運営費補助金 

②歳入（※） 153,482 千円 保育料 国交付金等 

③地方交付税 17,957 千円  

市負担額(①-②-③) 30,154 千円  

1 人当たり市負担額※ 202 千円  

  ※モデル園として、150 人定員規模の民間保育施設に対するＲ6 歳入歳出決算額より算出。 

    ただし、在籍人数が 153 人のため、1 人当たり単価を算出後に 150 を乗じて算出。 

  ※民間事業者の保育は、延⾧保育など保育内容次第で、教育保育給付費 運営費補助金 特定財源も大きく変動します。 
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運営事業費の観点からは、市が直営する場合や指定管理者が公立園として運営する方式より、民間園（公私

連携型含む）として運営する方式で実施する方が、市負担額が少なく優位性があります。 

 

4-5.全体の事業費の比較 

 4-3 整備事業費の比較、4-4 運営事業費の比較の結果をまとめると、以下のとおりとなります。 

 

 パターン① パターン② パターン③ パターン④ パターン⑤ パターン⑥ 

整備事業費 △ △ △ △ 〇 〇 

運営事業費 × △ 〇 〇 〇 〇 

 

 

全体の事業費の観点からは、躯体工事は市が実施し、内装工事は民間法人が実施し、民間法人が運営する

方法が、市負担額が少なく優位性があります。 
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4-6.運営内容による検討 

これまでの検討により整備事業費と運営事業費の比較検討では民間法人に優位性があることがわかりました。

しかしながら、保育施設を運営するにあたっては、教育・保育機能の充実と地域の子育て環境を向上できることが

重要となります。そのため、そういったことを前提としながら、その中で公営 民営のメリット・デメリットや各種運営形

態を比較し、加えて病院跡地検討のこれまでの検討経過なども考慮しながら、今回のケースに適した運営形態を

総合的に検討します。 

 

（1）運営形態別のメリット・デメリット 

 運営内容について、各運営形態別による一般的なメリット・デメリットを下表にまとめます。 

 運営内容 

メリット デメリット 

公営 
(パターン①) 

 継続性が高く、行政目的に沿った管理運
営が可能 

 配慮が必要な子どもの受入れ等に柔軟な
対応が可能 

 行政運営に則して運営するため、柔軟な対
応が難しい 

設置主体 公 
運営 公 

公営 
[指定管理] 
(パターン②) 

 特色のある多様で柔軟なサービス等が期
待できる 

 一定期間ごとに事業者の更新を行うため、
指定管理者が変更された場合、保育士の
大幅な交代や保育内容の変化が生じる可
能性あり 
 指定管理料の詳細な検証が困難 

設置主体 公 
運営 民 

民営 
[公私連携型] 
(パターン④⑥) 

 特色のある多様で柔軟なサービス等が期
待できる 

 協定を通して市が運営に継続的に関わっ
ていくことで、市が求める保育の実施が期
待できる 

 事業者同士の競争原理が働くことにより質
の向上が期待できる 

 移行に伴う保育士の変更など環境の変化
に対し、入所中の子どもへの一時的な影響
に懸念あり 
 

設置主体 民 
運営 民 

民営 
(パターン③⑤) 

 特色のある多様で柔軟なサービス等が期
待できる 

 事業者同士の競争原理が働くことにより質
の向上が期待できる 

 移行に伴う保育士の変更など環境の変化
に対し、入所中の子どもへの一時的な影響
に懸念あり 
 配慮が必要な子どもの受入れ等に柔軟な
対応が難しい場合あり 

設置主体 民 
運営 民 

 

 公営及び民営には各々のメリット・デメリットがありますが、公立幼稚園 保育所を再編し、仮に民営となる場合

は、公営のメリット（公立保育施設に求められる役割）を民間法人にて担うことができるのかが、運営形態を検

討するうえで、大きな判断材料となります。 

 そのため、公立保育施設に求められる役割を整理し、民間法人による対応の可能性を考慮して検討する必要

があります。 
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（2）公立保育施設に求められる役割の検討 

本市においては、これまで公立保育施設が先導役として、民間保育施設と連携しながら以下の役割を担ってき

ました。 

 

①国の指針に基づく幼児教育・保育の先導的実践 
国 要領 指針 沿  教育 保育 率先  行    知見 市内 他施設 共有  全体 質 向上 
貢献 

 

②保育    対応  保育利用調整機能 

少子化や多様な働き方に応じて変化する保育ニーズに対し、柔軟に対応できる調整機能 

 

③幼児教育と小学校教育の連続性の推進 

保育施設と公立小学校 相互理解 連携   保育 授業 充実 改善 連続性 推進 

 
④災害時の応急保育の役割 

大規模災害発生時でも、社会機能維持のために可能な限り保育を継続する機能 

 
⑤配慮や支援が必要な子どもの受け皿 

特別な支援を必要とする子どもや医療的ケア児の受入れの促進も課題となる中で、民間保育施設より少数

のニーズに対応しやすいといった特性を活かし、関係機関と連携した様々な保育ニーズの受け皿（セーフティネ

ット）としての役割 

 参考 配慮が必要な子どもの受入状況（※R7 年 4 月時点）】 

施設 人数 備考 

公立幼稚園 保育所・認定こども園 60 サポート保育、障がい児保育 医療的ケア、支援教育 

民間保育施設 14 障がい児保育 

 

 いずれの役割においても、民間保育施設が機能的に実施不可能なものはありませんが、公益性が高い、採算

が必ずしも一致しない、市域全体で調整を要する等の観点から、公立保育施設が果たす役割があります。 

 ① ④ 役割については、公営民営に関わらず市が先導役になることで、市域全体で調整が可能であることか

ら、今回の再編によってその役割に影響を与えるものではないと考えます。 

 ⑤の役割について、公立保育施設と民間保育施設で配慮が必要な子どもの受入状況に差がある現状では、

民間法人による対応の可能性を考慮して検討する必要があります。 

 民間保育施設の運営においては、その法人の運営方針に委ねられるため、市が継続的に運営面に関わること

ができる仕組みが有効です。 

 重度の障害を持つ子どもや医療的ケア児の受入れについては、民間保育施設にも役割を担ってもらいつつ、公

立保育施設においても引き続きセーフティネットとしての役割を担う必要があります。 
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（3）公私連携幼保連携型認定   園制度     

 市 運営 継続的 関        仕組     公私連携幼保連携型認定   園制度       

 

＜公私連携幼保連携型認定   園＞ 

  就学前 子   関  教育 保育等 総合的 提供 推進 関  法律 第 34 条 規定  幼保連携

型認定   園 運営方式 １   

 幼保連携型認定   園 運営 継続的 安定的 行       民間事業者（学校法人   社会福

祉法人） 公私連携法人   市 指定  市 公私連携法人 協定書 締結  協定 内容 沿  保

育 教育 民間事業者 提供      

 市 公私連携法人 対  教育 保育等 行    設備 無償若   時価   低 対価 貸 付  又

 譲渡          

 国 府  建設費 運営 係 財政支援 受          

 協定 基  教育 保育 子育 支援事業 適切 提供           市町村   指導監督  

             違反 発覚  場合 是正勧告 指定取消           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 公私連携法人 協定書 締結  適切 運営    報告徴収 立入検査等 行            

正当 理由  協定 従  教育 保育等 行      認      是正勧告 指定 取消  行    

         措置 通   厳格 指導監督 行    可能    市 運営 継続的 関      

提供   教育 保育 内容    一定 担保 行    可能       

 

 

  

公私連携法人 
（学校法人又 社会福祉法人） 

市町村 

都道府県 

届出（市町村 経由） 
公私連携法人 指定 

協定締結 

公私連携施設      
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（4）病院跡地検討    複合施設化 活   認定   園 特徴     

 病院跡地活用検討      人口減少 少子化 高齢化 加  公共施設 老朽化 財政負担 軽減

   課題  対応 踏   検討       

        施設 各種機能 合   複合施設      下記   複合施設 特徴 活      利

便性向上 新      及        創出 期待      

 

＜複合施設 特徴＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 病院跡地 整備  認定   園      運営形態 関    複合施設内 他 機能（多世代交

流機能 子   子育 支援機能 健康保健 健康増進機能 防災拠点機能等） 連携 図       

      新  教育 子育 世代      機能 充実          

 一方  病院跡地活用検討    民間事業者         調査結果   保育機能  参入意

向 高    保育施設 運営形態 民間法人    場合  各種子育 支援機能     障害児

（者）支援機能等 付加機能 導入          施設機能      可能      回答結果 

得      

 

 

病院跡地    認定   園 整備検討       単  市立幼稚園 保育所 再編       

   病院跡地活用     特徴 活      他機能  連携      民間活力 導入    

新       実現 期待      

 

 

  

機能 a 機能 b 

施設 A 施設 B 施設 C 

施設 多機能化    多種多様      １ 所 受            多世代 

人々 集   賑   新         生              期待      

複数 機能 合   1   施設   整備      利便性向上 機能 相互連携 図   

機能ｂ 

機能 a 
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4-7.まとめ（方向性） 
＜整備・運営にかかる経費について＞ 

・整備事業費は、躯体工事は市が実施し、内装工事は民間法人が実施するパターンが、市負担額が少なく優

位性があります。 

・運営事業費は、民間園（公私連携型含む）として運営する方式で実施するパターンが、市負担額が少なく優

位性があります。 

＜運営面について＞ 

・運営内容において、公立保育施設に求められる役割のいずれにおいても、公立保育施設の果たす役割は大き

いと考えますが、① ④の役割については、公営民営に関わらず市が先導役になることで、市域全体で調整が

可能であることから、今回の再編によってその役割に影響を与えるものではないと考えます。  

・⑤の役割については、公立保育施設と民間保育施設で配慮が必要な子どもの受入状況に差がある現状で、

運営形態を検討する上では影響を十分考慮する必要があります。 

・重度の障害を持つ子どもや医療的ケア児の受入れについては、民間保育施設にも役割を担ってもらいつつ、公

立保育施設においても引き続きセーフティネットとしての責務を担っていくものとします。 

・公私連携型認定こども園として、市と公私連携法人が協定書を締結することで、提供すべき教育・保育の内容

について一定の担保を行うことが可能となります。 

・病院跡地においては、複合施設の特徴を活かすことで、民間活力の導入により、新たなサービスの実現が期待

できるものとなります。 

 

 

 運営形態ごとの事業費・運営内容の比較検討に加え、複合施設であるという特徴を踏まえた結果、病院跡

地の認定こども園の運営形態については、経費面において移行による経費縮減が期待できる民設民営とし、

運営面において教育・保育の内容について市が一定の担保を行うことが可能となる「公私連携型」で運営する

ことが適当と考えます。 

 なお、重度の障害を持つ子どもや医療的ケア児の受入れといった公立保育施設に求められる役割を将来にわ

たり安定的に実施するため、引き続き公立保育施設の老朽化対策や保育環境整備等の充実に努めます。 
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第 5 章 再編対象施設の跡地の取扱い 

5-1.再編対象施設の跡地の取扱いについて 

◆道明寺南幼稚園 

 病院跡地の複合施設と隣接することから一体的に活用することが可能です。複合施設における駐車場の必

要台数等を勘案し、敷地内に必要台数の確保が困難な場合、道明寺南幼稚園を駐車場として活用するこ

とも有効と考えます。 

 ただし、公道を横断することとなるため、施設利用者のみならず隣接する道明寺南小学校の児童の安全にも

十分配慮するよう今後検討が必要です。 

◆第 4 保育所 

 市全体として行政需要がなければ、売却や定期借地も含めて民間活用を検討することが望ましいと考えます。 

◆第 5 保育所 

 将来的に史跡追加指定される可能性があることから、関係課と引き続き協議して活用を検討することが望ま

しいと考えます。 
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第 6 章 今後の進め方 

6-1.今後の進め方 

◆藤井寺市病院跡地活用検討の一項目として本実施計画の検討を進めていることから、藤井寺市病院跡地 

 活用検討の具体的な進捗に沿う形で事業を進めていくものとします。 

◆後期計画の対象施設のうち、本実施計画での再編対象施設を除く市立教育 保育施設は、地域性や施設 

の老朽化状況 公立に求められる役割を考慮に入れ、バランスをとりながら再編を進めていくものとします。 

 
6-2.想定されるスケジュール 

◆1-4.計画期間及び前項記述のとおり、病院跡地の整備にかかる大まかなスケジュールは基本構想で示す予

定です。具体的な整備スケジュールについては、今後の病院跡地活用の検討状況や各種調査等の結果に応

じて明らかにしていく予定です。 

◆そのため、あくまでも目安となりますが、基本構想策定後における一般的な施設整備（既存施設の解体も含

む）スケジュールに沿った新設認定こども園開園までのスケジュールを下表に示します。（病院跡地整備の進

捗によって前倒しになる可能性があります。） 

◆なお、新たな認定こども園の開園時期については、病院跡地整備のスケジュールに左右されるものの、令和 8

年度に再編対象の幼稚園・保育所に入所した園児に配慮したものとする予定です。 

 

Ｎ年度＝開園年度 

 N-6 年度 Ｎ-5 年度 Ｎ-4 年度 Ｎ-3 年度 Ｎ-2 年度 Ｎ-1 年度 Ｎ年度 

一般的な施設整備 

スケジュール 

（施設解体含む） 

       

道明寺南幼稚園      閉園●  

第 4 保育所      閉園●  

第 5 保育所      閉園●  

新設認定こども園       ●開園 

 

※道明寺南幼稚園において入園児数が過度に少なくなる状況が続く場合 再編実行計画（前期計画 後期 

  計画）でも記載の通り、集団教育の効果に対して支障をきたす恐れがあります。 

  適正な幼児教育の実施が困難となることが想定される場合、園児募集を停止し、休園とする場合があります。 

  いずれの場合においても、在園児への影響には配慮した対応を検討します。 

※上記スケジュールは補助金申請や施設整備手法などを考慮していません。 

 

  

工事 実施設計 

解体工事 解体設計 

基本計画 基本設計 
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第７章 参考 

＜参考①＞ 

藤井寺市立幼稚園 保育所再編実行計画（後期計画） 

＜参考②＞ 

令和 7 年 8 月 13 日付、藤政Ｆ第 000114 号「藤井寺市病院跡地における市立幼稚園 保育所のあり方検

討について」 

<参考③> 

第三期子ども・子育て支援事業計画（抜粋） 

＜参考④＞ 

藤井寺市病院跡地活用に係るヒアリング調査【実施結果報告】 

＜参考⑤＞ 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（抜粋） 
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＜参考⑤＞
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